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建設工事請負契約に係る施工体制確認型総合評価落札方式について
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標記について、防衛省が発注する建設工事のいわゆるダンピング受注に係る品質

確保の対策について（防経施第４２１８号。２０．４．１）に基づき別添のとおり

定め、平成３１年７月１日以降に入札公告を行う建設工事について適用することと

したので、遺漏のないよう措置されたい。

なお、建設工事請負契約に係る施工体制確認型総合評価落札方式について（防整

施第６９２９号。２８．３．３１）は、平成３１年６月３０日限りで廃止する。

添付書類：施工体制確認型総合評価落札方式の適用に関する事務処理要領
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施工体制確認型総合評価落札方式の適用に関する事務処理要領

１ 目的

防衛省が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項

に規定する建設工事をいう。以下同じ。）においていわゆるダンピング受注があった場

合、品質確保に影響を及ぼし、自衛隊の運用等に重大な影響を与える可能性があるだ

けでなく、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながる可能

性があるため、当分の間、品質確保のための施工体制及びその他の施工体制の確保状

況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査

し、評価する新たな総合評価落札方式として施工体制確認型総合評価落札方式を試行

的に導入することとする。

２ 適用範囲

原則として、総合評価落札方式を適用し予定価格が１，０００万円を超える建設工

事を対象とする。

３ 本方式の実施について

本方式の試行に当たって、本事務処理要領において定めるもののほか、工事に関す

る入札に係る総合評価落札方式について（施本第７５８号（ＣＣＰ）。１２．４．１４）、

及び建設工事請負契約に係る総合評価落札方式の適用に関する事務処理要領について

（防整施第６０３３号。３１．３．２８。以下「事務処理要領」という。）で定めると

ころにより、実施するものとする。

４ 施工体制評価項目及び配点

⑴ 施工体制評価項目としては、品質確保のための実効性及び施工体制確保の確実性

を標準として設定するものとする。

⑵ 施工体制評価点は３０点とし、施工体制評価項目として設定された評価項目ごと

に各１５点とする。

評価基準及び得点配分

評価項目 評価基準 配点 得点

品質確保の 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保さ

実効性 れ、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に 15点

実現できると認められる場合

工事の品質確保のための適切な施工体制がおおむね確 /15点

保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に 5点

実現できると認められる場合



その他 0点

施工体制確 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員

保の確実性 及び材料が確保されていることなどにより、適切な施
15点

工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要

求要件をより確実に実現できると認められる場合

工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員 /15点

及び材料が確保されていることなどにより、適切な施
5点

工体制がおおむね確保され、入札説明書等に記載され

た要求要件を確実に実現できると認められる場合

その他 0点

５ 施工体制評価項目の審査・評価方法

⑴ どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現

確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内

の価格で入札した全ての者について、開札後、速やかにヒアリングを実施するもの

とする。

⑵ 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予算決算及び会計令（昭和２２年勅

令第１６５号）第８５条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」

という。）を下回る者は、施工体制の確保を含め契約の内容に適合した履行がされな

いこととなるおそれがあることから、開札後、追加資料として付紙に示す資料の提

出を求める。

⑶ 提出された技術提案（技術提案がない場合は標準案）と施工計画及び工事費内訳

明細書によるヒアリング、追加資料を基に審査を行い、入札説明書等に記載された

要求要件を実現できると認められる場合には、その確実性の高さに応じて施工体制

評価点を付与する。この場合、評価項目ごとに３段階で評価（１５点／５点／０点）

することを標準とする。

⑷ 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。

ア 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、施工体制の確保も含め、契約

の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないこと

から、原則として満点を与えるものとする。

イ 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、施工体制の確保を含め、契

約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれが高いことから、原則とし

て満点を与えないこととし、審査の結果、体制が構築されると認められる場合に

その程度に応じて加点するものとする。

ウ さらに、調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者のうち、品質確保のた

めの施工体制及びその他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（以



下「特別重点調査相当価格」という。）として、その者の申込みに係る費用の積算

内訳の各費用項目のいずれかが、予定価格の算定の前提とした各費用項目ごとの

金額に、直接工事費については７５％、共通仮設費については７０％、現場管理

費については７０％、一般管理費等については３０％をそれぞれ乗じた金額未満

の価格で申込みを行った者については、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安

全対策の不徹底等品質確保のための体制及びその他の施工体制が著しく確保され

ないおそれが極めて高いため、審査を特に重点的に行うこととし、原則として施

工体制評価点を加点しない。

なお、建設工事における積算基準について（防整技第７１７５号。２８．３．

３１）に基づく「公共工事建築工事積算基準」及び「通信工事積算基準」により

算出した直接工事費については、予定価格算出の根拠となる工事費内訳書明細書

及び応札者の工事費内訳明細書に記載されている金額の１０％（昇降機等の場合

２０％）を減じた後、さらに、現場管理費については、直接工事費において減じ

た額を現場管理費に加算した後、各費用項目ごとの率を乗じて比較するものとす

る。

⑸ ＶＥ提案等により提示された新技術、新工法等によりコスト縮減が達成可能であ

り、入札者が提出する様式３に基づき、契約担当官等がその縮減金額の妥当性を確

認した場合においては、入札者の申込みに係る価格の積算内訳の額に当該縮減額を

加算した額を用いて第４号を適用するものとする。

⑹ 第１号のヒアリングは、監督体制の強化のために行うヒアリングとは異なる性質

のものであることに留意すること。

⑺ 第１号のヒアリングに応じない者及び第２号の追加資料の提出を行わない者につ

いては、当該者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする

ことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。

６ その他

⑴ 施工体制評価点が低い者に対しては、加算点の付与を慎重に行うこととする。

⑵ ヒアリング及び追加資料による審査の結果、入札説明書等に記載された要求要件

を満たすことができないと認められる場合には、入札参加者が価格以外の要素とし

て提示した技術提案等を採用しないこととし、標準点を与えないものとする。

７ 雑則

⑴ 本要領に定めるもののほか、本要領の運用に関し必要な事項は、整備計画局施設

計画課長が定めるものとする。

⑵ 当分の間、技術提案評価型（高度技術提案型）には適用しないものとする。



付紙

提出書類様式
施工体制

低入札
様式番号 名 称 確認型

価格調査
（事前調査）

様 式1 当該価格で入札した理由 ◎

様 式2-1A 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書① △ ◎

様 式2-1B 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書② △ ◎

様 式2-2A 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書① △ ◎

様 式2-2B 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書② △ ◎

様 式2-3 一般管理費等の内訳書 ◎

様 式3 ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書 △ △

様 式4 下請予定業者等一覧表 ○ ◎

様 式5 配置予定技術者名簿 ○ ◎

様 式6-1 手持ち工事の状況（対象工事現場付近） ◎

様 式6-2 手持ち工事の状況（対象工事関連） ◎

様 式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 ◎

様 式8-1 手持ち資材の状況 ◎

様 式8-2 資材購入予定先一覧 ○ ◎

様 式9-1 手持ち機械の状況 ◎

様 式9-2 機械リース元一覧 ○ ◎

様 式10-1 労務者の確保計画 ○ ◎

様 式10-2 工種別労務者配置計画 ○ ◎

様 式11 建設副産物の搬出地 ○ ◎

様 式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書 ○ ◎

様 式13-1 品質確保体制（品質管理のための人員体制） ○ ◎

様 式13-2 品質確保体制（品質管理計画書） ○ ◎

様 式13-3 品質確保体制（出来形管理計画書） ○ ◎

様 式14-1 安全衛生管理体制（安全衛生教育等） ○ ◎

様 式14-2 安全衛生管理体制（点検計画） ○ ◎

様 式14-3 安全衛生管理体制（仮設設置計画） ◎

様 式14-4 安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画） ◎

様 式15 誓約書 ◎

様 式16 施工体制台帳 ○ ◎

様 式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 ◎

注：施工体制確認型総合評価方式と低価格入札の特別重点調査において使用する様式が共通のも

のがあるので参考に掲載をしている。低価格入札の特別重点調査にのみ使用する様式があるので

凡例 ： ○ 指定する様式で提出するもの。

△ 任意提出（ただし、積算価格内訳書は必須提出）

◎ 特別重点調査において。指定する様式及びその記載内容を証明する添付資料を提出
































































